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区　分 新　　　　　　任 旧　　　　　　任 氏　名

参事・課長級 総務課長
財政課長
会計管理者・税務会計課長
町民課長・小泊診療所事務長
農政課長
水産商工観光課長
町民課副参事兼健康推進係長事務取扱

財政課長
町民課長・小泊診療所事務長
水産商工観光課長
税務会計課副参事
農政課課長補佐（農地係担当）
小泊支所支所長補佐（管理係担当）
町民課課長補佐（健康推進係担当）兼健康推進係長事務取扱

三 上 　 晃 瑠
木 元　　剛
山 中　哲 哉
古 川　明 彦
古 川　　優
鈴 木　統 生
伏 見　睦 世

課長補佐級 総合戦略課課長補佐

財政課課長補佐兼財政係長事務取扱
税務会計課課長補佐兼課税係長事務取扱
農政課課長補佐（農地係担当）兼農地係長事務取扱
水産商工観光課課長補佐（水産係担当）
上下水道課小泊事業所所長補佐兼係長事務取扱
小泊支所支所長補佐
小泊診療所事務長補佐兼係長事務取扱
教育課課長補佐（学校教育係担当）
総務課付課長補佐
税務会計課庶務徴収第一係総括主幹兼庶務徴収
第一係長事務取扱
税務会計課会計係総括主幹兼会計係長事務取扱
上下水道課庶務係総括主幹兼庶務係長事務取扱
小泊支所住民係総括主幹兼住民係長事務取扱
環境整備課衛生係総括主幹

総合戦略課企画係総括主幹兼企画係長・DX推進
係長・ＧＸ推進係長事務取扱
総合戦略課課長補佐
小泊支所支所長補佐（住民係担当）兼住民係長事務取扱
上下水道課庶務係総括主幹兼庶務係長事務取扱
教育課課長補佐（学校教育係担当）
上下水道課小泊事業所総括主幹兼係長事務取扱
小泊診療所総括主幹兼係長事務取扱
学校給食センター所長補佐兼係長事務取扱
財政課財政係総括主幹兼財政係長事務取扱
税務会計課課長補佐（会計係担当）
税務会計課庶務徴収係総括主幹兼庶務徴収係長
事務取扱
環境整備課衛生係総括主幹兼衛生係長事務取扱
農政課農地係総括主幹兼農地係長事務取扱
税務会計課会計係総括主幹兼会計係長事務取扱
税務会計課会計係総括主幹

木 村　将 師

鎌 田　知 美
木 村　憲 和
荒 関　真 治
宮 越　敏 宜
熊 木　　徹
吉 田　幸 央
奈 良　英 憲
山 田　彰 広
荒 関　恭 子
米 塚　健 二

中野　麻寿美
打 越　賢 一
柏崎　さおり
松 原　美 奈

係 長 級 総務課消防防災係長
総合戦略課企画係長兼ＧX推進係長
総合戦略課DX推進係長
税務会計課庶務徴収第二係長
水産商工観光課水産係長
学校給食センター係長
総合戦略課DX推進係主幹
福祉課福祉係主幹

総務課消防防災係主幹
税務会計課課税係長
総合戦略課DX推進係主幹
総務課付係長（青森県市町村税滞納整理機構から）
水産商工観光課水産係主幹
農政課農林基盤整備係主幹
財政課管財係主幹
つがる西北五広域連合から

松 田 　 耕 也
成 田 　 良 輝
佐藤　伸之介
和 久 　 隆 之
長 利 　 純 也
秋 元 　 瞬 吾
鈴 木 　 功 也
小野　真樹志

配 置 換 総務課秘書広報係主査
総合戦略課GX推進係主事
税務会計課課税係主事
税務会計課庶務徴収第一係主査
福祉課介護保険係主査
環境整備課建築住宅係主査
農政課農地係主事
小泊支所管理係主事
教育課学校教育係主査
教育課生涯学習係主事
教育課付主査（青森県教育委員会へ）

総合戦略課企画係主査
環境整備課建築住宅係主事
町民課国保年金係主事
税務会計課庶務徴収係主査
総合戦略課DX推進係主査
小泊支所管理係主査
総務課秘書広報係主事
環境整備課建築住宅係主事
総務課庶務係主査
教育課学校教育係主事
福祉課福祉係主査

吉 田 　 　 拓
駒 目 　 渉
津 島 　 佳 那
秋田谷　竜一
佐々木　一哉
木 村 　 拓 哉
古川　安梨紗
長 利 　 青 空
佐藤　沙智香
羽 場 　 彩 楓
森 　 千 翔 士

派 遣 （課長級）つがる西北五広域連合（かなぎ病院）

つがる西北五広域連合
つがる西北五広域連合（かなぎ病院）・派遣延長
一般社団法人中泊町文化観光交流協会・派遣延長

水産商工観光課課長補佐（水産係担当）兼水産係長
事務取扱
福祉課福祉係長

成 田 　 康 隆

中島　千恵美
小山内　達紀
澤 田 　 顕 完

派 遣 解 除 （課長級）つがる西北五広域連合（かなぎ病院）
つがる西北五広域連合

藤 本 　 雅 久
小野　真樹志

令和７年度 町職員人事異動 （４月１日付）
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区　分 新　　　　　　任 旧　　　　　　任 氏　名
併 任 小泊診療所所長

日本海漁火センター職員
日本海漁火センター職員
中泊町選挙管理委員会事務局長
中泊町選挙管理委員会事務局書記
　〃
　〃
中泊町農業委員会事務局長
中泊町農業委員会事務局次長
中泊町農業委員会事務局書記
　〃

小 成 田 　 衆
吉 田 　 幸 央
長 利 　 青 空
三 上 　 晃 瑠
吉 田 　 幸 央
吉 田 　 　 拓
長 利 　 青 空
古 川 　 　 優
荒 関 　 真 治
古 川 　 幹 人
古川　安梨紗

併 任 解 除 小泊診療所所長
日本海漁火センター職員
日本海漁火センター職員
中泊町選挙管理委員会事務局長
中泊町選挙管理委員会事務局書記
　〃
　〃
中泊町農業委員会事務局長
中泊町農業委員会事務局次長
中泊町農業委員会事務局書記

四ッ谷　千尋
鈴 木 　 統 生
木 村 　 拓 哉
下 山 　 貴 子
鈴 木 　 統 生
木 村 　 拓 哉
古川　安梨紗
古 川 　 幹 人
古 川 　 　 優
打 越 　 賢 一

事 務 取 扱 福祉課福祉係長事務取扱
農政課農業支援係長事務取扱
環境整備課衛生係長事務取扱

太 田 　 　 準
鎌 田 　 暢 尚
古 川 　 英 樹

事務取扱解除 総務課消防防災係長 白 川 　 隼

兼 務 こども家庭センター
こども家庭センター
こども家庭センター
町史編さん室
町史編さん室
町史編さん室
町史編さん室
町史編さん室
海洋センター職員
海洋センター職員

下 山 　 貴 子
小野　真樹志
藤 森 　 菜 月
三上　麻木子
宗 像 　 萌 子
成 澤 　 良 子
小 林 　 真 紀
立 花 　 知 世
羽 場 　 彩 楓
藤 田 　 順 悦

兼 務 解 除 町民課戸籍住民係総括主幹
町民課戸籍住民係総括主幹
こども家庭センター
こども家庭センター

成 田 　 寿 美
奈 良 　 恵 美
中島　千恵美
森 　 千 翔 士

新 採 用 総務課庶務係主事
財政課管財係主事
町民課国保年金係主事
町民課健康推進係保健師
博物館主事

工藤　さいり
石 田 　 陽 亮
松 橋 　 奈 那
藤 森 　 菜 月
宗 像 　 萌 子

退 職 普通（令和７年３月３１日付）
　〃

農政課農業支援係長
福祉課介護保険係主事

下山　玲央女
中 村 　 蒼 太

再 任 用 小泊支所
小泊支所
環境整備課
教育課
教育課
中里小学校

任期満了（令和７年３月３１日付）
　〃
　〃
　〃

任期更新 
　〃
採用
任期更新
　〃
　〃

総務課
総務課
農政課
小泊支所

藤 田 　 康 久
相馬　よし子
宮 越 　 裕 子
葛 西 　 成 芳
藤 田 　 順 悦
長 尾 　 信 彦

小 寺 　 忠 昭
山 㟢 　 聖 一
谷 　 伊 久 弥
加 藤 　 孝 典



令和７年度

 　当初予算

　医療保険や上・下水道など特定の目的にのみ使われる
特別会計は、6つあります。
　特に国民健康保険や介護保険、後期高齢者医療保険、
水道事業など、町民の皆さまに身近なものが、特別会計
で処理されています。

〈用語の説明〉
自主財源……町が自主的に得る収入
依存財源……国、県から定められた額を交付さ

れたり割り当てられたりする収入
町　　税……町民の皆さまに納めていただく町

民税や固定資産税などの税金
地方交付税…国から町に交付されるお金。国税

である所得税、法人税、酒税、消
費税、たばこ税の一定割合を町の
財政力に応じて交付されます

国庫支出金…特定の目的の事業のために国が補
助するお金

県支出金……特定の目的の事業のために県が補
助するお金

繰 入 金……積立金の取り崩しなどのお金
繰 越 金……前の会計年度から次の会計年度へ

持ち越したお金
町　　債……事業を行うために町が計画的に借

りるお金

国民健康保険特別会計（施設勘定） 163,359

国民健康保険特別会計（事業勘定） 1,434,218

介護保険事業特別会計 1,870,683

後期高齢者医療特別会計 321,701

水道事業

収益的収入 331,114
収益的支出 300,488
資本的支出 161,322

農業集落
排水事業

収益的収入 37,856
収益的支出 49,223
資本的支出 20,612

漁業集落
排水事業

収益的収入 20,092
収益的支出 25,568
資本的支出 13,100

（単位：千円） （単位：千円）

特別会計の予算額

歳　　　　　　出 歳　　　　　　入

　町がさまざまなサービスを行うために、お金を出す根拠となるものは「予算」と呼ばれます。
　予算には、さまざまな分野で使われる「一般会計」と、特定の目的のみに使われる「特別会
計」があります。
　今年度のサービス・まちづくりがどのように行われるのか。そのあらましをご紹介します。

患者の受診機会の増と医師の移動負担の軽減を図り、医師
が不足する中でも医療提供の充実を目指す事業です。

遠隔診療設備整備事業（小泊診療所）（12,607千円）

歳入

自主財源
24.1％

75.9％

依

　存

　財

　源

町税
9億8343万4千円
11.7％

町税
9億8343万4千円
11.7％

その他の自主財源
10億4642万円
12.4％

地方交付税
38億4500万円
45.6％

町債
5億2500万円
6.2％

国庫支出金
6億1567万7千円
7.3％

県支出金
11億126万9千円
13.1％

その他の依存財源
3億2120万円
3.8％

〈国民健康保険特別会計（施設勘定）主要事業〉



令和７年度

 　当初予算

〈用語の説明〉
総務費……選挙や戸籍、徴税、町の庁舎管理など

の経費
民生費……高齢者や障害者、児童などの福祉に関

する経費
衛生費……各種検診や予防接種、ごみ処理などの

経費
農林水産業費…農林水産業の振興、農業用道路や

水路の整備、農村環境整備などの経費
土木費……道路整備、除排雪、町営住宅整備など

の経費
消防費……五所川原地区消防事務組合の負担金や

消防団員の報酬、消防機器の管理など
の経費

教育費……小中学校の管理、社会教育、生涯学習・
体育の振興、文化財保護などの経費

公債費……町の借金である町債の返済などの経費

歳　　　　　　出

一般会計予算額　 84億3千800万円

令和７年度はこんな事業を行います

農林水産業費
11億4428万8千円

13.6％

土木費
3億9544万5千円

4.7％

消防費
5億9336万円
7.0％

公債費
13億4079万円
16.0％

教育費
9億9728万7千円

11.5％

教育費
9億9728万7千円

11.5％

その他
2億817万6千円

2.5％

民生費
15億1567万8千円

18.0％

総務費
12億6094万9千円

15.0％

衛生費
9億8202万7千円

11.6％

歳出

インターネットを活用したオンラインによる異文化交流・
英語学習を推進する事業です。
令和７年度から町内全ての学校で実施します。

先進的学校教育推進事業（23,817千円）

高校に通学するために、公共交通機関等を利用して通学し
た場合の費用（通学定期券等）、下宿や入寮による家賃の一
部を助成する事業です。
詳細は総合戦略課までお問合せください。

高等学校通学費等助成事業（10,867千円）
奨学金を活用して大学や高校等を卒業した若年層が、働き
ながら町内に住んで暮らせるよう、奨学金返還を支援する
事業です。令和７年度は、昨年に引き続き申請の受付と支
援金の基金積立を行います。
詳細は総合戦略課までお問合せください。

奨学金返還支援事業（5,000千円）

町内の小学４年生から中学生を対象とした公設塾の設置・
運営を行う事業です。

公設塾運営事業（19,988千円）

総合文化センター「パルナス」の経年劣化等に伴い、外壁
等の改修、空調設備の改修・増設や公衆無線ＬＡＮの整備
等を行う事業です。事業期間は、令和６年度から令和８年
度までの３ヶ年です。

総合文化センター「パルナス」改修事業（287,370千円）

中里地域の小中学校統合に向けた学校改修工事の基本・実
施設計を行う事業です。

中里地域小中学校統合事業（40,700千円）

〈一般会計主要事業〉
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中泊町奨学金返還支援事業

対象：１、２、３の全てに当てはまる人
１．令和６年４月１日以降に中泊町に転入した人
　　　　　　　または
 令和６年３月以降に大学、高校等を卒業した人

２．認定を受ける年度の３月末時点で30歳未満の人

３．認定期間中（※）に就業している人またはその配偶者であり、
 町に定住している人
 ※町から認定を受けた月の翌月から３年間

町 で は

奨 学 金 の 返 還
を 支 援 し ま す！

最　大

300万円
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■補助金の額
町からの認定後、認定対象期間（３年間）に返還した奨学金を
最大100万円補助します。
さらに認定対象期間が終了した次の３年間も認定を受けることが
でき、１人につき300万円を上限に補助金を受け取れます。

●補助金は認定対象期間終了後に支払い
●返還した奨学金額の1,000円未満は切り捨て

■申請方法
中泊町電子申請・届出システムから申請できます。
右のQRコードからアクセスしてください。

詳細は中泊町ホームページにてご確認ください。
《お問合せ先》
総合戦略課 GX推進係 ☎ 57-2111（内線2026）

■補助金交付までの流れ
【（例）令和７年４月に認定を受けた場合】

なんでも行政相談
日　時…４月25日㈮ 午前９時～正午
場　所…役場相談室２
行政相談委員…太田忠義、藪田由比子
※�行政相談は、住民から寄せられた苦情や意見・要望を、住
民と関係行政機関との間に立って、公正・中立な立場から
必要なあっせんを行い、その解決や実現の促進を図ります。

※�中止の場合は防災無線で周知します。

　主催 町社会福祉協議会

日　時…４月16日㈬ 午前９時～正午
場　所…役場相談室２
相談委員…鳴海　晃、山本　弘

《連絡先》　
中泊町社会福祉協議会中里本所　電話　57-4841
　　　　　　　　　　小泊支所　電話　64-2905
　　　　　　　　　　受付時間　平日　9：00〜16：00

(中泊町電子申請・届出システムHP）

令和７年４月 令和７年５月〜
（認定開始）

令和10年４月
（認定終了）

令和10年５月
（認定開始）

令和13年５月
（認定開始）

認　定 最大100万円を補助！
認定終了後、補助金支払

最大
100万円

最大
100万円

最大300万円!!
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　ろうきんでは、令和７年２月より中泊町と提携し、町にお住まいまたはお勤めのみなさんが利用できる低金
利な融資を提供していますが、令和７年４月１日から、より融資が活用しやすくなるよう更なる制度の拡充を
行いました。
　ぜひ、みなさんの豊かな生活と福利向上を目的に制度をご活用ください。

【制度概要】
１．資金用途
①　生活費用（旅行、結婚、家財・耐久消費財購入などの生活に必要な資金）
②　教育費用（入学金や授業料、仕送り費用などの教育全般に亘り必要な資金）
③　福祉費用（医療、出産、育児、介護、災害復旧などに必要な資金）
④　自動車費用（自動車購入などの自動車に関連する資金）
⑤　移住定住支援費用（東北管外からの移住者の移住・定住に伴い必要となる自己居住に係る住宅・家具・マ

イカーなどの購入に必要な資金）NEW
⑥　空き家対策支援費用（本人もしくは２親等以内の親族が所有・管理する空き家の改築、修繕、解体および

関連諸費用、植木・植栽などや家財処分に必要な資金）NEW
２．融資対象者
①　個人でろうきんの融資審査基準または各制度の融資申込条件に合致し、指定保証機関をご利用いただける方。
②　安定継続した年収が150万円以上ある方。
③　同一勤務先に１カ月以上勤務している方、ただし、勤続１年未満の場合にあっては前勤務先への勤務実績

が１年以上あることを確認できる方（要件緩和）。
３．担保　　不要
４．保証　融資の保証は、ろうきん五所川原支店が指定する保証機関を利用頂きます。（保証料はろうきんで負
担します）
５．融資審査・窓口　ろうきん五所川原支店に直接お問合せください。（中泊町では受け付けていません）
６．融資金額　最大300万円
７．適用金利　年1.25%～（令和７年４月現在　借入用途により適用金利は異なります）
８．その他　融資にあたっては各種税の滞納が無い証明が必要となります。国税、都道府県税、及び現在お住
まいの市町村税の納税証明書をご準備ください。
　くわしくはろうきん五所川原支店までお問合せください。

※ 採用予定人員は、退
職者の状況などによ
り変更する場合があ
ります。

※ 日本語による活字の
出題及び口述による
試験に対応できる方
が対象になります。

※ いずれか１つの職種
のみ受験できます。

※ 受験できない要件が
あります。くわしく
は町ホームページで
ご確認ください。

※ 受験手続、第１次試験受験のためにパソコンや
インターネット回線などを準備してください。

※ 準備できない場合は、学校の学生用パソコンや
インターネットカフェなどをご利用ください。

※ 携帯電話のメールアドレスの場合、町からのメ
ールを受信できない場合があります。受信でき
るメールアドレスをご登録ください。メールを
受信できない場合の対応はしかねます。心配な
方は、事前に問合せ先までメール受信できるか
ご確認ください。

職　種 採用予定人員 受　　験　　資　　格

一般行政職
（大学卒業程度）

若干名

次の①または②に該当する方
①平成８年４月２日から平成16年４月１日までに生まれた方
②平成16年４月２日以降に生まれ、学校教育法による４年制の大
学を卒業した方、または令和８年３月末日までに卒業見込みの方

保 健 師
（大学卒業程度）

若干名

次の①または②に該当する方で保健師資格を有する方（令和８年３
月保健師資格取得見込者を含む）
①平成８年４月２日から平成16年４月１日までに生まれた方
②平成16年４月２日以降に生まれ、学校教育法による４年制の大
学を卒業した方、または令和８年３月末日までに卒業見込みの方

受付期間 ４月18日㈮まで

応募方法

①リクナビ2026に登録
　https://job.rikunabi.com/2026/
②「中泊町」にプレエントリー
　 https://job.rikunabi.com/2026/company/r59
　5662000/
③OpenES登録依頼メールを受信
④OpenES（エントリーシート）を登録
　4月18日㈮までに登録してください
※ 「jinji@town.nakadomari.lg.jp」から送付されるメー

ルを受信できるように設定してください
＊くわしくはリクナビ2026ホームページ
か町ホームページをご覧ください。

１ 

募
集
職
種・採
用
予
定
人
数・受
験
資
格

２ 

受
付
期
間
・
応
募
方
法

「町」と「ろうきん」との融資制度が拡充されます。
問  東北労働金庫五所川原支店 内 34-6161

令和７年度 中泊町職員採用試験を実施します
問  総務課庶務係 内  2013



町からのお知らせ　　HOT INFORMATION

13 令和７年４月号

N
AK
AD
O
M
AR
I 
PU
BL
IC
 R
EL
AT
IO
N
S　
AP
R 
20
25
.

　公民館では次のとおり各教室を開講します。受講希望の人は４月23日㈬までに小泊支所またはすく
すくしたまえ館までお申込みください。

■実施期間…５月～10月頃　15回（日程表は、決定次第受講生に送付します）
■受 講 料…１教室　2,000円（高校生以下 1,000円）
◆会場：日本海漁火センター

※英会話教室（初級クラス）は、小・中学生も受講できますが、開催時間が遅い為、小学生の場合は保
護者の方に送迎をお願いします。

◆会場：すくすくしたまえ館

■申込締切……４月23日㈬まで
■申込場所……小泊支所・すくすくしたまえ館まで（申込用紙を備え付けています）
■問合せ先…小泊支所（64-2111）または教育委員会教育課（57-2111）までご連絡ください。
※公民館からのご案内…　五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、鶴田町、中泊町が「五所川原圏域定住
自立圏形成協定」を締結したことから、２市４町で開催される各種教室（講座）を自由に受講できます。受講を
希望される方は、他市町へ直接お問合せください。
他市町問合せ先一覧

教　室　名 対象者 開催日時 講　　師
パ ッチ ワ ーク 教 室 一般 木曜日　午前９時30分～ 成　田　やよゑ（下前上）
手 芸 教 室 一般 水曜日　午前９時30分～ 鈴　木　梅　子（温泉町）

英　会　話　教　室
中 級 第1・3火曜日　午後７時00分～ デイビス・ネイサン

（花丘町）　初 級 第2・4火曜日　午後７時00分～
華 道 教 室 一 般 木曜日　午後７時00分～ 加　藤　か　つ（小泊派立）
陶 芸 教 室 一 般 木曜日　午後１時00分～ 小山内　文　明（五所川原市）
エクサ＆ヨガ教室 一 般 木曜日　午後７時00分～ 成　田　寿　子（つがる市）

教　室　名 対象者 開催日時 講　　師
洋 裁 教 室 一 般 第２・第４火曜日　午前９時00分～ 成　田　ひで子（下前中）

五所川原市中央公民館 35-6056 つがる市森田公民館 26-2566
鰺ヶ沢町教育委員会（社会教育課） 72-2111 深浦町教育委員会（教育課） 74-4419
鶴田町教育委員会（社会教育班）　 22-2111

問  教育課生涯学習係 内  1924問  小泊支所 ☎  64－2111

問  小泊支所 ☎  64-2111
問  教育課生涯学習係 内  1924

令和７年度 小泊地域公民館教室受講生募集!!

「北光寿大学」聴講生募集

　令和７年度「北光寿大学」聴講生を次のとおり募集いたします。
　知識や教養、健康増進など楽しく学べる学習を予定していますので、男女を問わず多数の申込みをお
待ちしています。
○学習内容
・教養学習（講話・芸能）、バス遠足、野外レク、軽スポーツ大会など
・クラブ活動（手芸、コーラス）
○募集対象　小泊地域在住の概ね60歳以上の方
○申込み先　小泊支所か次の各町内世話役
・花丘町、若葉町、温泉町、入舟、折戸－小泊支所　　　・新町－久保田松江
・派立－澤田アキ　　・上町－柏崎幸江　　・浜町－越野和子　　・下前－長内ヱツ子
○申込み締切　　４月25日㈮
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　西北地区特別支援連携協議会では、相談支援サポートセンター
「ねっと！ひまわり」を設置して、遊びや学び、発達など、子育
てに関する相談や支援を行っています。
〇開設場所　　総合文化センター「パルナス」
〇開設日　　５月28日㈬、６月18日㈬、７月23日㈬、
８月27日㈬、９月３日㈬、10月22日㈬、11月19日㈬
　対象者は、乳幼児から高校生まで受け付けています。ご家族や
担任の先生もどうぞ。
　相談は無料です。事前予約制のため、相談日の１週間前までに
電話またはメールでお申込みください。

１　振込口座の変更届出
　高額療養費などの給付申請の際
に届出した振込口座の変更もしく
は解約したときは、必ずお住まい
の市町村へ届出してください。
　また、金融機関の店舗統廃合な
どで口座番号が変更されたときも
届出が必要です。
　届出がないと振り込みができな
くなりますので、お早めの届出を
お願いします。

　環境影響評価法（平成９年法律第81号。以下「法」という。）第30条第１項の規定に基づき次のとおり公告
いたします。
１．事業者　青森西北沖洋上風力合同会社　代表職務執行者 平塚 隆介　東京都品川区大崎１丁目６番１号
２．対象事業　名称／（仮称）青森西北沖洋上風力発電事業　▼事業区域／中泊町、五所川原市、つがる市及び
鰺ヶ沢町の沿岸域及び沖合　▼種類／風力（洋上）　▼規模／発電出力　最大50万キロワット
３．広告事由　当社は令和７年２月13日付けで対象事業を実施しないことにいたしましたので、法第30条第
１項第１号に該当することとなりました。

◇ワイズ・パーク青森中泊店からのお知らせ◇
　午後の利用を開始しました。
　湯らぱーくトレーニングジム内で営業するワイズ・パーク青森中泊店では、4月1日から次のとおり、
リハビリ特化型デイサービスの午後の利用を開始しました。
　より多くの方々がご利用可能となりましたので、今春からのご利用をお考えの方はお気軽にご連絡く
ださい。　ワイズ・パーク青森中泊店　電話：26-0848

【午後のご利用時間】　午後1時から午後4時まで
　　　　　　　　　　定員：午後の部 9名まで

◇今月も湯らぱーく大抽選会を開催します◇
　湯らぱーく大抽選会を4月も開催します！商品券や町内飲食店の割引券など、
ほかにもたくさんの景品をご用意して皆さまのご来場をお待ちしています。
　［開催内容］　 日　時：4月23日㈬
　　　　　　　 時　間：午後6時から
 　　　　　　　場　所：湯らぱーく　大・中広間
 　　　　　　　参加条件：開催日当日の4月23日にご入浴された方
　　　　　　　(使用済みの入浴券を捨てずに会場までお持ちください)

問  町民課国保年金係 内 1314

後期高齢者医療
被保険者のみなさまへ

問  西北地区特別支援連携協議会「ねっと！ひまわり」事務局（青森県立森田養護学校内）
 E-mail:himawari-mrt.sh@asn.ed.jp　　　　　　　　  ☎ 26-2610

相談支援サポートセンター
「ねっと！ひまわり」

（仮称）青森西北沖洋上風力発電事業の廃止に関する公告
問  コスモエコパワー㈱洋上風力開発部　吉識、今泉 ☎ 03-6371-5072

湯らぱーく情報コーナー 運営に関すること 問  総合戦略課企画係 内  2022
施設に関すること 問  「湯らぱーく」 ☎  23－0132
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※廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2

　令和６年中に中泊町で、枯れ草などを燃やしたことによ
り火災となった件数は６件です。※令和６年中全火災件数は９件

　正しい処分方法で、あなたの地域の安全を守りましょう！

　山火事は延焼しやすく消火しにくい火災であり、
大規模な火災に発展して地域社会に甚大な影響を
与えることから、山火事を発生させないことが最
も大切です。

　山火事の多くは人災であり、私たち一人ひとり
が気をつければ防ぐことができる災害です。山火
事防止のために、皆様のご協力をお願いします。

　　北部中央消防署　　　　　☎５７－２３７０
　　北部中央消防署小泊分署　☎６４－２３７５

○　強風時及び乾燥時にはたき火、野焼きをしないこと
○　枯れ草などのある場所では、たき火をしないこと
○　たき火など火を扱う前には水、消火器、スコップなどを準備し、火を扱っている時は
　その場を離れず、最後に必ず完全に消火すること
○　たき火や野焼きをするときは周囲にも知らせ、一人で行わないこと
○　タバコの吸い殻は必ず消すとともに、投げ捨てをしないこと
○　火遊びをしないこと

ゴミを燃やしては
いけません！

山火事に注意しましょう

　山火事の多くが、ちょっとした火の取扱いの不注意に
より発生していることから、次のことを守ってください。


